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１ 熱中症について 

（１）熱中症とは 

体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）の減少や血液

の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされることにより発症

する障害の総称です。高温環境下に長期間いたとき、あるいはいた後の体調不良はすべて

熱中症の可能性があります。 

・死に至る可能性のある病態です。  

・予防法を知って、それを実践することで、完全に防ぐことができます。 

・応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できます。 

 

（２）熱中症の起こり方 

 体内に溜まった熱を体外に逃す方法（熱放

散）には、皮膚の表面から直接熱を外気に逃

がす放射や液体や固体に移す伝導、風によっ

てその効率を上げる対流等があります。しか

し、外気温が高くなると熱を逃しにくくなり

ます。汗は蒸発する時に体から熱を奪います。

高温時は熱放散が小さくなり、主に汗の蒸発

による気化熱が体温を下げる働きをしてい

ます。汗をかくと水分や塩分が体外に出てし

まうために、体内の水分や塩分が不足し、血

液の流れが 悪くなるので、適切な水分や塩

分の補給が重要になってきます。 

  

熱中症の発症には、左図

のように環境、体、行動の

条件が複雑に関係してい

ます。 
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（３）熱中症の症状と重症度 

重症度（救急搬送の必要性）を判断するポイント  

・意識がしっかりしているか？  

・水を自分で飲めるか？  

・症状が改善したか？  

搬送時、応急処置の際は、必ず誰かが付き添いましょう。熱中症の症状があったら、 

涼しい場所へ移し、すぐに体を冷やしましょう。 

 

 
環境省「熱中症環境保健マニュアル２０１８」より 
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２ 熱中症の予防策について 

熱中症は、予防法を知っていれば、発生や悪化させることを防ぐことができます。日常

生活における予防は、体温の上昇と脱水を抑えることが基本です。そのため、大切なことは、

暑い環境下に長時間いることを避けることです。学校生活の中では、体育・スポーツ活動に

おいて熱中症を発生することが多く、スポーツなどの体を動かす状況では、それほど気温の

高くない環境下でも熱中症を引き起こすことがあります。暑くないから大丈夫と思うので

はなく、活動中の児童や生徒の状態をよく観察して、異常がないかを確認することが大切で

す。 

 

１ 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと 

⑴熱中症警戒アラートが前日の１７：００や当日５：００に発表されているか、情報を入手

する（テレビ、ラジオの報道機関、民間気象事業者等により伝達される。環境省ＨＰ、気

象庁ＨＰ、環境省ＬＩＮＥ公式アカウントでも確認することができる）。 

・前日に熱中症警戒アラートが発表されている場合は、翌日の対応（体育の授業や部活動、

校外学習、行事など）を検討しておく。 

・必要に応じて、変更することを保護者へ通知する。 

・熱中症警戒アラート発表時は原則、運動中止。 

⑵暑さ指数（ＷＢＧＴ）を計測し、確認の上で活動する。 

・暑さ指数に応じた授業等の対応を決定する。 

・熱中症警戒アラート発表時は、活動時、活動中に必ず暑さ指数（ＷＢＧＴ）を計測し、そ

の変化に十分留意する。 

⑶運動量の調節 

・環境条件・体調に応じた運動量（強度と時間）にする。 

・運動を行う場合は、なるべく涼しい時間帯にする。 

・こまめに休憩がとれるように休み時間を予定に入れる。 

・（激しい運動では、）休憩は 30 分に 1回以上とることが望ましいとされている。 

 

 

熱中症予防原則 

１ 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと 

２ 暑さに徐々に慣らしていくこと 

３ 個人の条件を考慮すること 

４ 服装に気を付けること 

５ 具合が悪くなった場合は、早めに運動を中止し、必要な処置をすること 
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⑷状況に応じた水分補給 

・のどが渇く前、暑いところに出る前から水分を補給しておくことが大切。 

・暑さが厳しい時期には、家庭から経口補水液やスポーツドリンク等を持参しても良いこと

を周知する。 

・スポーツドリンクの過剰摂取についての健康への影響等についても指導する。 

・全員が水分補給できる時間を設け、指導者は確認する。 

・深部体温を下げることから冷たい飲料が望ましい。 

２ 暑さに徐々に慣らしていくこと 

⑴梅雨明け直後など急に暑くなった時、暑さ指数（ＷＧＢＴ）３１以上になる時が危険。 

⑵暑さに慣れるまで、休憩を多くとりながら、軽い短時間の運動から徐々に運動強度や運動

量を増やしていく。 

３ 個人の条件を考慮すること 

⑴疲労、睡眠不足など体調の悪い時には、無理に運動をしないように、運動前、運動中、運

動後の健康観察が重要。 

⑵肥満傾向の人（学校で起きた熱中症の死亡事故の７割は肥満傾向の人）、体力の低い人、

暑さに慣れていない人、一度熱中症を起こしたことのある人などは暑さに弱いので注意

が必要。 

４ 服装に気を付けること 

⑴暑い時の服装は、軽装とし、吸湿性や通気性のよい素材のものを選べるようにする。 

⑵直射日光は帽子で防ぐようにする（登下校も）。 

⑶運動時のマスクの着用は必要ない。 

⑷運動時に身に付けるプロテクターや防具などは、休憩時は外すか、緩めるなどし、体の熱

を逃がすようにする。 

５ 具合が悪くなった場合は、早めに運動を中止し、必要な処置をすること 

⑴暑い時は熱中症が起こり得ることを意識し、具合が悪くなったら直ちに必要な処置をと

る。 

⑵風通しのよい日陰や、クーラーが効いている室内等へ避難させる。 

⑶水分を摂取できる状態ならば、冷やした水分と塩分を補給する。飲料は、経口補水液やス

ポーツドリンクが最適。 

⑷水分を飲むことができない、症状が重い、休んでも回復しない場合は医療機関へ搬送する。 

⑸応答が鈍い、言動がおかしいなど重症の熱中症が疑われるような症状がみられる場合に

は、直ちに医療機関へ連絡する。同時に、早く冷やし、体温を下げる。 

⑹体調不良を気軽に相談できる雰囲気づくりをし、体調不良は正直に申告するように指導

する。互いの体調に注意して、声を掛け合うように指導する。 
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３ 暑さ指数について 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）は熱中症の危険度を判断する環境条件の指標です。このＷＢＧＴは

人体と外気とのやりとりに着目し、気温、湿度、日射・輻射などの周辺の熱環境、風（気流）

の要素を取り入れた指標で、単位は、気温と同じ℃を用います。 

公益財団法人に日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」より 
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幸田町における暑さ指数（ＷＢＧＴ ）に応じた生活・運動に関する指針 

※１ 日本生気象学会『日常生活における熱中症予防指針 Ver.３』（２０１３）より 

※２ 日本スポーツ協会『熱中症予防運動指針』（２０１９）より 

 

 

ＷＢＧＴ(℃) 

日常生活における

注意事項  

※１ 

ランク 対  応 ※２ 

３１以上 

外出はなるべく避

け、涼しい室内に

移動する。 

運動は原則中止 

ＷＢＧＴ31℃以上では、皮膚温

度より気温のほうが高くなる。 

特別の場合以外は運動を中止す

る。 

２８～３１ 

 

 

外出時は炎天下を

避ける。室内で

は、室温の上昇に

注意する。 

厳重警戒 

（激しい運動は中止） 

熱中症の危険が高いので、激し

い運動や持久走などは避ける。 

暑さに弱い人、体力の低い人、

肥満の人、暑さに慣れていない

人は運動を軽減、または中止。 

運動する場合は 10～20 分おき

に積極的に休憩をとり、水分・

塩分を補給する。 

２５～２８ 

運動や激しい作業

をする際は、定期

的に十分に休息を

取り入れる。 

警 戒 

（積極的に休憩） 

熱中症の危険が増すため、積極

的に休憩をとり適宜、水分・塩

分を補給する。 

激しい運動では 30 分おきくら

いに休息をとる。 

２１～２５ 

一般に危険性は少

ないが、激しい運

動や重労働時には

発生する危険性が

ある。 

注 意 

（積極的に水分補給） 

熱中症による死亡事故が発生す

る可能性がある。 

熱中症の兆候に注意しながら、

運動の合間に積極的に水分・塩

分を補給する。 

２１未満 

 

ほぼ安全 

（適宜水分補給） 

通常は熱中症の危険は少ない

が、水分の補給は必要である。 

市民マラソンなどではこの条件

でも熱中症が発生するので注

意。 

環境省・文部科学省 「学校における熱中症対策ガイドライン作成手引き」をもとに作成 
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４ 熱中症警戒アラートについて 

・熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予想される日の前日夕方または早朝に、環境省・ 

気象庁が暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促すため都道 

府県ごとに発表されます。 

・翌日に予定されている行事の開催可否、内容の変更の判断、飲料水ボトルの多めの準備、 

冷却等の備えの参考となります。 

・当日の状況が予測と異なる場合もあり、体育の授業や運動会等の行事を予定通り開催する 

か中止にするか、内容を変更して実施するかを判断しなければなりません。熱中症警戒ア 

ラートが発表になった場合の具体の対応や校長不在時の対応等をあらかじめ検討してお 

くことが重要です。 

 

 

 

 

熱中症警戒アラート発表時の予防

行動 

 

・外出はできるだけ控え、暑さを避 

 けましょう。 

・熱中症のリスクが高い方に声を 

かけましょう。 

・普段以上に「熱中症予防行動」を 

実践しましょう。 

・外での運動は、原則、中止／延期 

しましょう。 

（身の回りの暑さ指数WBGTに応 

 じて屋外やエアコン等が設置 

されていない屋内での運動は、 

原則、中止や延期をしましょ 

う。） 

・暑さ指数ＷＢＧＴを確認しまし 

ょう。 

 

 

 環境省・文部科学省 チラシ（２０２１） 

-7-



 

熱
中

症
予

防
の

た
め

の
新

た
な

情
報
発

信
「

熱
中

症
警

戒
ア

ラ
ー
ト

に
つ

い
て

h
t
t
p
:
//
w
w
w.
e
n
v.
g
o
.j
p
/
pr
e
s
s
/
f
il
e
s
/j
p
/
11
6
1
43
.
p
df
 

-8-

http://www.env.go.jp/press/files/jp/116143.pdf


熱中症が心配される日の対応 

熱中症警戒アラート発表時の対応         発表の有無に関わらず必要な対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７：００（翌日の予報）  

熱中症警戒アラート発表情報の入手 

（テレビ、環境省熱中症予防サイトなど） 

（管理職、担当者など） 

翌日の対応を検討（管理職、担当者など） 

・授業内容：体育、保健体育 

・各種行事（運動会、体育大会、校外学習等） 

・部活動 

全教職員で共通理解 

必要に応じて保護者に通知 

５：００（当日の予報） 

熱中症警戒アラート発表情報の入手 

（テレビ、環境省熱中症予防サイトなど） 

（管理職、担当者など） 

１０：００と１３：００に暑さ指数を計測

する。 

（しかし、行事など朝から長時間の活動

が予想される場合は、朝から暑さ指数

を計測する。） 

①朝から暑さが予想される日は、朝に暑

さ指数（ＷＢＧＴ）を計測。 

②朝（当日の朝の打ち合わせ等） 

当日の対応を決定（管理職、担当者など） 

・授業内容：体育、保健体育 

・各種行事（運動会、体育大会、校外学習等） 

・部活動 

全教職員で共通理解 

必要に応じて保護者に通知 

③授業前、部活動前、授業中、部活動中に暑

さ指数を計測する。→記録しておく。 

場所：活動場所 

担当：養護教諭、行事担当者、学級担任、教

科担任、部活動顧問など 

※指針に基づき、授業等の内容を柔軟に変更

する。 

④下校時の対応を児童生徒に指導する。 

朝（当日の朝の打ち合わせ等） 

当日の対応を管理職が決定し、全教職員で周

知する。 

全教職員で共通理解 

必要に応じて保護者に通知 

環境省・文部科学省 「学校における熱中症対策ガイドライン作成手引き」をもとに作成 
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５ 熱中症発生時の対応 

緊急時のための体制づくり 

熱中症が疑われる時には、放置すれば死に至る緊急事態であることを認識することが大 

切です。緊急事態に迅速かつ的確に応急処置を講じるために、以下①～③について、学校の

体制を確立する必要があります。 

①熱中症発生時の教職員の役割分担を定め、全員が理解しておくとともに、職員室、保健室

及び事務室等の見やすい場所に掲示する。 

②緊急時に連絡する消防署、医療機関、校内（管理職、養護教諭、学年主任等）及び関係諸

機関等の所在地及び電話番号などを掲示する。 

③救命処置（心肺蘇生と AED の使用）や応急手当等に関する講習を行うなど、実際の対応が

できるようにしておく。 

④救急搬送の必要な傷病者が出た場合に備え、各種行事前に現地消防組織、近隣医療機関と

連携しておく。 

 

 
令和２年度スポーツ庁委託事業「スポーツ事故対応ハンドブック／熱中症への対応」より 
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事故等発生時の対処、緊急連絡体制の一例 

事故発生 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

近くの教職員又は児童生徒 

 

 

養護教諭      指示 校長（教頭） 指示        教職員 

     報告                       報告 

 

 

救急車の出動要請 

 

 

 

       

 

 

 

処置 

発見者 

・発見した事態や状況の把握 

・体調不良者の症状の確認 

・応急手当 

・協力要請や指示 

※必要と判断したら速やかに１１９番通報または他者へ通報を依頼 急行 
救助補助 

連絡等 

複数の教職員

が急行 

付添 搬送 

保
護
者 

状況報告 

急行 

教
育
委
員
会 

医療機関 

指示・指導 

通報 

文部科学省「学校の危機管理マニュアル作成の手引き」より一部改変 

状況報告 
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